
ごみを減らしましょう　～ぎふ食べきり運動～ 
　食べられるにも関わらず捨てられている食品（食品廃棄物）は、全国で年間約643万トンに上り、特
に宴会では多くの食べ残しが発生しています。 
　食品廃棄物を減らすため、身近にできることから取り組んでみましょう。 

　県では、食品ロス対策の一環として、食品廃棄物を削減するための「ぎふ食べきり運動」に協力い
ただく飲食店・企業を募集しています。 

・乾杯後30分間は席を立たず料理を楽しみましょう。 
・終了10分前には、自分の席に戻って、再度料理を
楽しみましょう。 

宴会での取り組み 
～3010（さんまる・いちまる）運動の実践～ 

【問 合 先】 県廃棄物対策課　総合対策係　蕁272‐8214

　6月19日と21日に、令和初の「笠松町あいさつ運動」が実施されました。 
　この活動は、笠松中学校生徒会が、校内で行っていた活動を町内に広げ、明るく温かいまちづくり
に協力したいという願いをもとに計画し、これに笠松町をはじめ多くの団体や有志が協力する形で始
まったものです。 
　今年度で10年目を迎えた「笠松町あいさつ運動」ですが、
活動も年々工夫され、町内の小学校の校門では、ハイタッチを
しての挨拶が自然な姿になってきました。 
　笠松駅や西笠松駅の前では、鉄道を利用する人たちと挨拶
を交わすことができました。運動に参加した児童生徒らの挨拶
に対して、しっかりと挨拶を返してくれる方も増え、ここにも運動
の成果を感じました。 
　その他の挨拶ポイントでも、多くの中学生が参加するとともに、
そこに小学生や大人も加わり、元気に明るく大きな声で挨拶が
行われているのがとても印象的でした。 
　元号が令和に変わり、地域住民の連携がますます重要視さ
れる今日、挨拶は繋がりを作り、深めるための一つのツールです。 
　第2回笠松町あいさつ運動は12月17日・18日の2日間を予定
しています。この機会に、さらにあいさつの輪を広げましょう。 

No.46
令和初の「笠松町あいさつ運動」 

～「警戒レベル」で 
　避難のタイミングをお伝えします～ 

【問 合 先】 総務課　蕁388‐1111

元気な挨拶が響く校庭 

知ろう 

備えよう
 

　平成30年7月豪雨をきっかけに、災害発生時にすみやかに避難行動に移ることができるよう「分
かりやすい防災情報の提供」を目的として、「警戒レベル」を用いた防災情報の提供が始まりました。 
　町が発令する避難情報は、あんしんかさまつメール、各携帯会社の緊急速報メール、防災行
政無線放送を通じて町民の皆さんにお知らせします。 
　防災情報の種類や意味をよく理解いただき、有事の際にすぐ避難の判断ができるよう備えて
ください。 

※高齢者等とは、高齢者世帯や独居高齢者、身体障がい者など、避難に時間を要する方です。 

3010運動とは、宴会時の食べ残し
を減らすためのキャンペーンです。 
これからの宴会シーズンにぜひ実践
してみよう！ 

事業系一般廃棄物 

自己搬入 許可業者が収集・運搬 

事業系一般廃棄物の運搬は、自ら行うか、許可業者に依頼します。 

町ごみ処理施設 民間許可業者 古紙問屋（紙のみ） 
事業系一般廃棄物の処分は、町が定める搬入先などで行います。 

・買い物に行く前に冷蔵庫の中を確認し、必要な分
だけを購入しましょう。 
・食材はできるだけ無駄なく使いきるようにしましょう。 
・調理は食べきれる量だけを作りましょう。 

家庭での取り組み 

　事業系ごみは法律で、事業者自らの責任により処
理しなければならないものと定められています。事業
系ごみを町内のごみ集積所に出すことは、自らの責
任で処理していることにあたりませんので、一般廃棄
物収集運搬業許可業者と契約するか、事前に役場
環境経済課で手続きの上、㈱高島衛生ごみ積替施
設への直接搬入をご利用ください。 
◎事業系ごみとは 
　店舗や工場、事務所から出るごみをはじめ、営利・
非営利、民間・公共を問わず、日々の生活から出るご
み（家庭系ごみ）以外の、一定の目的をもって行う事
業により出るごみのことです。 
◎ご注意ください！！ 
・事業系ごみは質や量に関わらず事業活動に伴っ
て発生したごみのことを言います。少量であったり
家庭系ごみと変わらないごみであっても町内会の
ごみ集積所に出すことはできません。 
・事業所と住宅が併用の場合でも、必ず家庭のご
みと事業に伴って出るごみを分けてください。 

【問 合 先】 環境経済課　蕁388‐1114

事業系ごみは町内のごみ集積所に出せません 

寄　附 【レジ袋有料化還元基金寄附金】ピアゴ笠松店 現金 76,025円 
町では、環境保全活動に活用させていただきます。 

・警報級の可能性【気象庁】⇒ 心構えを高める 

・注意報【気象庁】⇒ 避難行動の確認 

・避難準備・高齢者等避難開始【笠松町】⇒ ※高齢者等は避難 

・避難勧告・避難指示（緊急）【笠松町】⇒ 避難 

・災害の発生情報【笠松町】⇒ 命を守る最善の行動 

警戒 
レベル1

警戒 
レベル2

警戒 
レベル3

警戒 
レベル4

警戒 
レベル5

防災情報【発令元】　　⇒　　とるべき避難行動 
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